
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車走行環境整備計画【概要版】 

○計画の背景と目的 

岐阜市では、「歩行者と自転車の安全な通行環境の実現」と「連続した自転車走行空間を確保し、適正な

自転車の流れの実現（ネットワーク化）」を目的に、平成 23年 3 月に「自転車走行環境整備計画」を策定し、

歩道を有効活用して自転車と歩行者の走行位置を視覚的に分離した整備を進めてきました。 

その後、歩道を通行する歩行者の安全と車道を通行する自転車の安全の双方を確保するため、「自転車は

『車両』であり車道通行が大原則」という考えに基づき、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

（H28.7）」（以下、ガイドライン）が策定され、全国的に車道における自転車走行環境の整備が推進されて

きました。 

そこで本計画では、自転車の車道走行を主として安全に通行でき、かつ快適な自転車走行環境を形成する

ことを目指し、「自転車走行環境整備計画」の見直しを行います。 

 

○自転車利用環境の現状 

自転車事故は中心市街地で多く起きています。 

・平成 24 年から平成 27 年において

自転車事故は減少していますが、

事故全体に占める割合に変化は 

ありません。 

・自転車事故は中心市街地で多く   

起きています。 

出典：平成 27 年自転車関連事故 

岐阜県警察 HP 

本計画では、4つの柱「安全・安心」「活力」「環境」「健康」の観点から、基本方針を定めました。 

○自転車ネットワーク計画の基本方針 

 

安全・安心 

歩行者・自転車・ 

自動車の 

安全性向上 

活力 

中心市街地に 

集い賑わえる 

まちづくり 

環境 

環境に優しい 

まちづくり 

健康 

日々の移動に 

おける自転車の 

有効活用 

平成 29 年 6 月 

○自転車ネットワーク計画 

※各路線について、関係機関と協議のうえ、見直す場合があります。 

n=785 

※複数回答 

車道走行の遵守率は低い状況です。 

出典：平成 27 年岐阜市アンケート調査（高校生を対象） 

・高校生の自転車の車道走行に  

ついて、認知度は高いものの、  

遵守率は低い状況にあります。 

主な理由として、「自転車専用の 

走行空間がない」、「自動車の近く

を走るのは危険」との意見が多い

です。 

n=811 n=785 

自転車利用時、歩道を走行する理由 

岐阜市の全事故件数と自転車事故件数の推移 岐阜市の 1 ㎢当たりの自転車事故件数 

交通ルールの認知状況 

（自転車は車道走行が原則） 

普段の自転車走行位置 

○ 路線延長： 21.0㎞（国道：3.9㎞、県道：7.1㎞、市道：10.0㎞） 

本計画では、自転車事故や自転車交通量の多い路線などを抽出し、中心市街地を基本とした計画エリアに

おいて、自転車ネットワーク路線を設定しており、自転車利用者と歩行者の安全を早期に確保し連続的な 

通行環境を目指すため、現状の車道幅員で可能な整備を国・県・市・警察で連携し進めていきます。また、

今後は計画の見直しを行い、段階的に計画エリアの拡大を検討していきます。 

整備については、“自転車道”“自転車専用通行帯”“車道混在”の 3 つの整備形態と“ソフト施策等による

安全対策”を行います。 

＜完成形態と暫定形態を活用した自転車ネットワーク計画＞ 
 

 完成形態は、自転車利用者などの安全性を考慮し、自動車や歩行者と分離した整備形態になります。（自転車道、自転車専用通行帯など） 
暫定形態は、自転車利用者の安全を早期に向上させるため、現状の車道幅員で整備可能な当面の整備形態になります。(車道混在など) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○計画のスケジュール 

○交通ルールやマナーの周知啓発について 

子どもから大人まで自転車ルールの共通意識を持てるよう、交通ルールの遵守やマナーの向上のため周知 

啓発に取り組んでいきます。 

 

〈交通安全教室の実施や周知〉 

・すべての道路利用者に対して、学校や 

各種イベント、広報を活用し自転車利用

ルールの周知を図ります。 

 

〈自転車安全運転者証の交付等〉 

・正しく自転車利用ルールを理解した児童

や生徒に対し、自転車安全運転者証を 

交付し、遵守効果の向上を図ります。 

 

〈利用ルールの周知〉 

・自転車利用者、歩行者及び自動車運転者

への自転車の通行位置などのルールを

わかりやすく伝えられるよう、標識や 

道路標示等の設置を図ります。 

○自転車ネットワーク路線の整備イメージ 

○自転車ネットワーク路線の整備 

完成形態で自転車専用通行帯

の整備(1.5m以上) 

No 

自転車専用通行帯 

(1.5m以上)の採用 No 

Yes 
Yes 

No 

完成形態で一方通行の 

自転車道(2.0m以上)の整備 

自転車ネットワーク路線 

A 

自動車の速度が高い道路 

速度が 50km/h超 

自転車道 

目安 

整備

形態 

B 

A，C以外の道路 

A，C以外の道路 

自転車専用通行帯 

目安 

整備

形態 

Yes 

No 

Yes 

交通状況や事故発生状況の

変化に応じて、ガイドライ

ンに基づき自転車の安全対

策を検討する。 

No 

C 
自動車の速度が低く、 

自動車交通量が少ない道路 

速度が 40km/h以下、かつ 

自動車交通量が 4,000台以下 

車道混在 

目安 

整備

形態 

No 
完成形態で車道混在の整備 

暫定形態でソフト施策等

による安全対策の実施

（ネットワークを補完 

する区間）※1 

Yes BRT導入路線 

＜凡例＞ 

完成形態 

暫定形態 
 

 

完成形態は、交通状況等

を踏まえ、整備形態を 

再検討する。 

No No 

暫定形態での双方向

自転車道（2.0ｍ以上）

の採用 

完成形態として、一方通行の自転車道(2.0m以上)

の整備 

完成形態として、自転車専用通行帯(1.5m 以上)

の整備 

暫定形態で自転車専用 

通行帯(1.5m以上)の採用 

一方通行の自転車道

(2.0m以上)の採用 

双方向自転車道 

（2.0ｍ以上）の整備 

自転車専用通行帯 

の整備(1.5m以上) 

暫定形態で車道混在の整備 

(標準化した矢羽根設置) ※1 

完成形態で車道混在の整備 

Yes 

転用※2 

転用※2 転用※2 転用※2 転用※2 

 

No 

※2：自転車通行空間整備後に道路又は交通状況の変化により、完成形態の条件を満たすことができるようになった場合。 

転用※2 

縁石線等の工作物により構造的に 

分離された自転車専用の通行空間 

自転車と自動車が車道で混在。 

自転車の通行位置を明示し、 

自動車に注意喚起するため、 

必要に応じて路肩のカラー化、

帯状の路面表示やピクトグラム

等を設置。 

標識や路面表示により車道通行や

歩道通行時の注意喚起を図る。 

自転車ネットワーク路線の整備形態は、規制速度と自動車交通量などを踏まえ、下記フローにより選定します。 

自転車道や自転車専用通行帯の整備については、道路の再配分を伴う場合があり、自転車利用者や歩行者の 

安全を早期に確保するため、現状の車道幅員で整備可能な当面の整備として車道混在（暫定形態）を選定します。

これらの路線については、今後の交通状況や道路改良の時期などを踏まえ、自転車専用通行帯など（完成形態）

の整備を検討します。 

また、BRT 導入路線については、自転車やバス交通の安全などを高めるため“ソフト施策等による安全対策”

を行う路線になります。 

現状の車道幅員で整備可能な「完成形態と暫定形態を活用した自転車ネットワーク計画」について、 
 

概ね 10 年（平成 29 年~平成 38 年）で実施することを目標とします。 

※1：歩道の中で自転車と歩行者の走行位置を視覚的に分離した形態で整備済みの区間については、暫定形態として、「既存の自転車歩行者道を 
活用する区間」とします。 


